


◎東京都動物の愛護及び管理に関する条例
　この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、都民の動物

愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を

防止し、もって人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。

第１条（目的）

❶ケガの手当など適切な
応急処置を行う



１　飼い主は、その飼養し、又は保管する動物が人の生命又は身体に危害を加えたとき

は、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故

及びその後の措置について、事故発生の時から24時間以内に、知事に届け出なければ

ならない。

２　犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から48時間以内に、その

犬の狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。

第29条（事故発生時の措置）

犬が連れて行かれてしまう
という心配はありません



犬を引き離そうとして





１　犬の引き綱を外し、空地で遊ばせていたところ、犬が４歳の少女の顔などを咬み、重

症を負わせた。少女は１か月間入院し、その後１年近く通院したが、顔や頭に10か所も

の傷が残った。　 犬の飼い主に対し、慰謝料など総額1119万円の支払い命令（大阪地裁）

２　犬を鎖につないで散歩中、放たれた状態の犬とケンカになり、分けるために自分の犬を

抱き上げようとした飼い主が、どちらかの犬に右腕を咬まれた。１か月の重傷。

犬を放していた飼い主に対し、慰謝料など23万円の支払い命令（大阪地裁）

か

か



３　裏庭で放し飼いにしていた犬が、何かの拍子に道路とのしゃへい物であるトタン板が外

れ、自由に道路に出入りできる状態となり、散歩中の男性のふくらはぎに咬みついた。

　　男性は足に傷害を負ったうえに、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症した。

　　　　　　　　　　　　　犬の飼い主に対し、約789万円の支払い命令（名古屋地裁）

張り紙も効果的

か
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